
労働施策における福祉・介護人材確保対策について  
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介護労働者雇用管理改善等の主要関連施策について  

（平成21年度内示額 159億円）  
＜介護関係助成金の概要＞  

1介護人材確保職場定着支援助成金（仮称）（116．8億円）【新規】  

●特定人材対策（18．2億円）   
雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、特定労働者（訪問介護員（1級）等の資格を有し、実務経験が1年以上ある者等）   

を雇い入れた場合に助成。   

☆助成内容：特定労働者1人当たり6箇月で70万円まで助成（ただし、1事業主につき3人まで）。   

●未経験者対策（98．6億円）【平成20年度第1次補正により12／1から実施した分及び20年度第2次補正による拡充分を含む。】  

介護サービスに従事する者として、介護関係業務の未経験者（新規学卒者を除く。）を雇用保険一般被保険者（短時間労働者を  
除く。）として雇い入れた場合に助成。   

☆ 助成内容：6箇月以上定着した場合に、未経験者1人当たり25万円まで、さらに6箇月以上定着した場合、合わせて1年間で   
50万円（年長フリーター等の場合100万円）まで助成（ただし、1事業主につき3人まで）。   
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温 麺貼たも旦空L  
支給要件等の詳細については、平成20年1乙日1巳卵   と労働局に、お問い合わせくだ皇D  



生活対策の概要  

○介護人材等の緊急確保対策の実施等  

盈麺塵  

介護業務未経験者で年長フリーター等を雇い入れる   

事業主に対して助成。  
年長フt」－タ一等が6ケ月以上定着した場合に、1人あたり   

50万まで、さらに6ケ月以上定着した場合、合わせて1年間   
で100万円まで助成。   
（平成20年度第1次補正により、平成20年12月1日から実施して  
いる「介護未経験者確保等助成金」の拡充）  
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②企 
めの   

介助福祉機器（移動リフト等）について、事業主が導入・運用   
計画を提出し、厚労省の認定を受けて導入した場合に、   
導入に係る所要経費の1′2を助成（上限250万円まで）0   



離職者訓練の実施規模の拡充   「新たな雇用対策」関係  

寿珊耕   脚欝㊥定点を大幅に拡充  

こ機甲尊へ  

ぬ増強     訓練定員全体＝約19万人））  

500人  
左記の課題があることから、非正規労働者に、求人ニーズが  

ある分野の技能を身につけさせる必要があるところ  

今後雇用の受け皿として期待できる分野での安定雇用に向け、  

長期間の訓練を実施する  ○ 非正規労働者の多くは、製造業等におい  

て単純作業を行っており、技能が身に付いて  
いない者が多い  

○ そのため、再就職に際して、安定した雇用  
に就くためには、職業訓練を受講し凍能を鼻  
につけることが必要   

特に、今後雇用の受け皿として期待できる  

分量に係る職業訓練を受講することが求めら  

れる  

・介護分野旦Lユ塁旦A（6か月及び2年訓練）  

6か月訓練 ホームヘルパー1級養成コース旦L遡A  
2年訓練 介護福祉士養成コース孔760人  

（※ 従来の3か月訓練ではホームヘルパー2級の資格取得に留まる）   

・汀関連 5．240人（6か月訓練）  
6か月訓練Java等プログラミング系資格取得  

（※従来の3か月訓練ではエクセル■ウードの基本的操作の習得に留まる）   

［注］上記は、都道府県において実施するものであり、このほかに（独）雇用・  
能力開発機構において旦」亘9旦△の標準6か月訓練を実施  
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（参考）  

○有効求職者数の増加   

207万人（H19．10）→ 214万人（H20．10）   
［有効求人倍率1．07倍→0．84倍］  

○職業訓練応募倍率の増加  

1．72倍（H19．9）→ 乙04倍（H20．9）  

［（独）雇用・能力開発機構の委託訓練の実績］  

500人）  

有効求職者の増加等により、職業訓練の需要が増大すると見  

込まれることから、既存の3か月訓練についても拡充を図る  

・介護分野 2，730人  

3か月訓練ホームヘルパー2級養成コース  
「‾○今後雇用の受け皿として期待できる分野  

介護分野［有効求人倍率1．97倍、充足率24．1％］  
汀関連［システムエンジニア：有効求人倍率5．70倍、  
充足率4．3％］ （平成19年8月）  

など   



1．概要  

国及び都道府県が行う公共職業訓練（離職者に対する訓練）について、ものづくり系を中心に  
公共職業能力開発施設内で行うほか、民間で実施でき帥 くり系以外の訓練については、多様な  

どの民間教育訓練機関等 人材ニーズに機動的に対応するため、専修 への委託訓練を活用。   

2．実施形態  

委託先   専修学校・各種学校、大学竃大学院、NPO、事業主、事業主団体   

独立行政法人雇用・能力開発機構（都道府県センター）  
委託主体  

都道府県（職業能力開発主管課）   

訓練対象者   離職者（ハローワーク求職申込者）〔受講料二無料〕   

例：OA事務コース、経理事務コース、情報処理システムコース  
訓練コース  

介護サービスコース、販売実務コース等   

訓練期間等   標準3カ月（1カ月当たり原則100時間以上）   

委託費   受講者1人1月当たり6万円  
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社会保障国民会議 最終報告  

（平成20年11月4日）（抄）  

（略）  

3 中間報告後の議論  

（略）  

（2）能力開発政策  

（略）  

② 能力開発施策体制の強化  

職業能力訓練校等のコース・カリキュラムを介護な   

どの今後一層成長が見込まれる分野のウエイトを高め   

るよう見直すとともに、その内容も就労時に実際に求   

められる能力の開発につながるものとするなど、就労   

ニーズに即した能力開発の実現に向け、至急かつ継続   

的に取り組むべきである。  
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新たな雇用対策（抄）  

（平成20年12月5日 与党新雇用対策に関するプロジ工クトチーム）  

（略）   

雇用保険のセーフティネット機能の強化、地域の実情に応じた雇用機会の開発、派  

遣労働者等へのワンストップによるきめ細かな相談・援助、住宅の確保、職業訓練の  

拡充等の対策を強化し、円滑な再就職を促進する。  

（略）  

⑧ 離職者訓練の実施規模の拡充等  

失業者の増大に備え、離職者訓練の訓練定員を大幅に増加する。また、若者が基礎的能   

力を習得するための訓練等若年者の訓練期間中の生活保障給付を拡充する。さらに、社会   

人の学び直しの機会等が大学、専修学校等で幅広く提供されるよう取り組む。   

⑨ 安定雇用の実現に向けた長期間の訓練の実施  

今後雇用の受け皿として期待できる分野（介護分野等）での安定雇用に向け、長期間の   

訓練を大幅に拡充する。  
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